参考様式６－③　決算報告書承認申請書
　　年　　月　　日

建替え決議集会（臨時総会）招集通知

区分所有者　各位

（マンションの所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第62条に基づく建替え決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第62条第８項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、区分所有者各位におかれましては、建替え決議集会（臨時総会）及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び建替え決議集会（臨時総会）の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	建替え決議集会（臨時総会）
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第62条第４項に基づき建替え決議で定めるべき事項）
①　新たに建築する建物（以下「再建建物」という。）の設計の概要
	




②　建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
	




③　上記②の費用の分担に関する事項
	




④　再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
	




４．区分所有法第62条第７項に基づく通知事項
①　建物の建替えを必要とする理由
	




②　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
	




③　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
	




④　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
	




５．その他の確認事項
①　事業方式
	




②　事業実施段階における参加組合員、専門家の参画・選定方法について
	




③　建設会社の選定方法について
	




④　建替え不参加者への売渡し請求の方法について
	





　　年　　月　　日

建物更新決議集会（臨時総会）招集通知

区分所有者　各位

（マンションの所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第64条の５に基づく建物更新決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。
[bookmark: _Hlk218521713]あわせて、区分所有法第64条の５第３項において準用する区分所有法第62条第８項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、区分所有者各位におかれましては、建物更新決議集会（臨時総会）及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び建物更新決議集会（臨時総会）の開催日時・場所
	[bookmark: _Hlk218521780]会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	建物更新決議集会（臨時総会）
	
	



２．会議の議事
	[bookmark: _Hlk218521819]




[bookmark: _Hlk218522060]３．議案の要領（区分所有法第64条の５第２項に基づき建物更新決議で定めるべき事項）
①　建物の更新に要する費用の概算額
	




②　建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
	




③　上記②の費用の分担に関する事項
	




④　建物の更新がされた後の建物の区分所有権の帰属に関する事項
	




[bookmark: _Hlk218522203]４．区分所有法第64条の５第３項において準用する区分所有法第62条第７項に基づく通知事項
①　建物の更新を必要とする理由
	




②　建物の更新をしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
	




③　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
	




④　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
	




５．その他の確認事項
①　事業方式
	




②　事業実施段階における参加組合員、専門家の参画・選定方法について
	




③　建設会社の選定方法について
	




④　建物更新不参加者への売渡し請求の方法について
	





　　年　　月　　日

一括建替え決議集会（臨時総会）招集通知

[bookmark: _Hlk225355296]団地建物所有者　各位

（団地の所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第70条に基づく一括建替え決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第70条第５項において準用する区分所有法第62条第８項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、団地建物所有者各位におかれましては、一括建替え決議集会（臨時総会）及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び一括建替え決議集会（臨時総会）の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	一括建替え決議集会（臨時総会）
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第70条第４項に基づき一括建替え決議で定めるべき事項）
①　再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
	




②　新たに建築する建物（以下「再建団地内建物」という。）の設計の概要
	




③　団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
	




④　上記③の費用の分担に関する事項
	




⑤　再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
	




４．区分所有法第70条第５項において準用する区分所有法第62条第７項に基づく通知事項
①　団地内建物の一括建替えを必要とする理由
	




②　団地内建物の一括建替えをしないとした場合における当該団地内建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
	




③　団地内建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
	




④　団地内建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
	




５．その他の確認事項
①　事業方式
	




②　事業実施段階における参加組合員、専門家の参画・選定方法について
	




③　建設会社の選定方法について
	




④　一括建替え不参加者への売渡し請求の方法について
	




備考
修繕積立金は、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金を指す。


　　年　　月　　日

[bookmark: _Hlk217500562]再建決議集会招集通知

[bookmark: _Hlk225355314]敷地共有者等　各位

（滅失したマンションの所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第75条に基づく再建決議集会を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第75条第６項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、敷地共有者等各位におかれましては、再建決議集会及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び再建決議集会の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	再建決議集会
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第75条第２項に基づき再建決議で定めるべき事項）
①　新たに建築する建物（以下「再建建物」という。）の設計の概要
	




②　再建建物の建築に要する費用の概算額
	




③　上記②の費用の分担に関する事項
	




④　再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
	




４．区分所有法第75条第５項に基づく通知事項
○　建物の再建を必要とする理由
	




５．その他の確認事項
①　事業方式
	




②　事業実施段階における参加組合員、専門家の参画・選定方法について
	




③　建設会社の選定方法について
	




④　再建不参加者への売渡し請求の方法について
	





　　年　　月　　日

[bookmark: _Hlk217501036]一括建替え等決議集会招集通知

団地建物所有者等　各位

（団地の所在地）
（集会招集者名）

[bookmark: _Hlk216883285]建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第84条に基づく一括建替え等決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第84条第４項において準用する区分所有法第62条第８項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、団地建物所有者等各位におかれましては、一括建替え等決議集会及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び一括建替え等決議集会の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	一括建替え等決議集会
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第84条第３項に基づき建替え決議で定めるべき事項）
①　再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
	




②　新たに建築する建物（以下「再建団地内建物」という。）の設計の概要
	




③　団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
	




③　上記③の費用の分担に関する事項
	




④　再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
	




４．区分所有法第62条第７項に基づく通知事項
①　団地内建物の建替え又は再建を必要とする理由
	




②　団地内建物の建替え又は再建をしないとした場合における当該団地内建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
	




③　団地内建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
	




④　団地内建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
	




５．その他の確認事項
①　事業方式
	




②　事業実施段階における参加組合員、専門家の参画・選定方法について
	




③　建設会社の選定方法について
	




④　一括建替え等不参加者への売渡し請求の方法について
	




備考
１　再建団地内敷地とは、団地内建物の敷地等（団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び区分所有法第５条第１項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地内建物の敷地とされていた土地をいう。）若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地等の全部若しくは一部を含む土地を指す。
２　修繕積立金は、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金を指す。
参考様式１－①　再生決議集会招集通知書（決議別）

（集会招集者名）　殿

（議決権行使者名）
（号棟・号室）

議決権行使書

下記物件の建物の区分所有等に関する法律｛第62条に基づく建替え決議集会（臨時総会）／第64条の５に基づく建物更新決議集会（臨時総会）／第70条に基づく一括建替え決議集会（臨時総会）／第75条に基づく再建決議集会／第84条に基づく一括建替え等決議集会｝において、同集会に関する招集通知書及び議案の要領を確認の上、下記議案についてこの書面をもって以下の通り議決権を行使します。

　　年　　月　　日

	議案
	議案への賛否

	
	賛成　・　反対
（いずれかに○をつけて下さい。）



〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



[bookmark: _Hlk216884992]現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
[bookmark: _Hlk225257535]　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
[bookmark: _Hlk216891937]
備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
参考様式１－②　再生決議集会における議決権行使書
[bookmark: _Hlk225257670][bookmark: _Hlk225259277]３　建物の区分所有等に関する法律第70条に基づく一括建替え決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、同法第75条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、同法第84条に基づく一括建替え等決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。

（集会招集者名）　殿
（共有代表者名）
（号棟・号室）

議決権行使者選定届出書

　　年　　月　　日に開催する下記物件の建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）｛第62条に基づく建替え決議集会（臨時総会）／第64条の５に基づく建物更新決議集会（臨時総会）／第70条に基づく一括建替え決議集会（臨時総会）／第75条に基づく再建決議集会／第84条に基づく一括建替え等決議集会｝における議決権を行使することに関して、（議決権行使者名）を区分所有法第40条の議決権行使者と定めましたので届け出ます。

[bookmark: _Hlk218528783]　　年　　月　　日

〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



[bookmark: OLE_LINK1]＜共有代表者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
＜共有者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
＜共有者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
３　区分所有法第70条に基づく一括建替え決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、区分所有法第75条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、区分所有法第84条に基づく一括建替え等決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
参考様式１－③　再生決議集会における議決権行使者選定届出書
４　共有者の現住所及び氏名の欄は、共有者の数に応じて適宜増やすこと。
（集会招集者名）　殿

（議決権行使者名）
（号棟・号室）

委任状

下記物件の建物の区分所有等に関する法律｛第62条に基づく建替え決議集会（臨時総会）／第64条の５に基づく建物更新決議集会（臨時総会）／第70条に基づく一括建替え決議集会（臨時総会）／第75条に基づく再建決議集会／第84条に基づく一括建替え等決議集会｝における議決権を行使することに関して、（代理人名）を代理人と定め、一切を委任します。

[bookmark: _Hlk218529089]　　年　　月　　日

〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
参考様式１－④　再生決議集会の議決権行使委任状
３　建物の区分所有等に関する法律第70条に基づく一括建替え決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、同法第75条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、同法第84条に基づく一括建替え等決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
年　　月　　日

建替え承認決議集会（臨時総会）招集通知

団地建物所有者　各位

（マンションの所在地）
（団地管理組合の名称）
（団地管理組合の代表者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第69条に基づく建替え承認決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。

記

１．建替え承認決議集会（臨時総会）の開催日時・場所
	開催場所
	日時

	
	



２．会議の議事
	【記載例】
（○○団地○○棟）の建替え承認決議に関する件



３．議案の要領（区分所有法第69条第１項に基づく建替え承認決議で定める事項）
	




４．区分所有法第69条第４項に基づき通知する事項
①　新たに建築する建物の設計の概要
	




②　新たに建築する建物の団地内における位置
	




備考
１　４．①について、建物の全体についてだけでなく以下のことを示すこと。
	・一棟の建物全体の用途（住居用、住居店舗兼用など）
・構造材料（鉄骨鉄筋コンクリート造など）
・階数
・建築面積
・延べ床面積
・各階ごとの床面積等
・各専有部分の用途、配置、床面積、間取り等


２　４．①について、必要に応じて実施計画案等を別途添付すること。また、事業進捗に応じて、設計の内容に変更が生じる可能性があることを明記すること。


　　年　　月　　日

再建承認決議集会招集通知

団地建物所有者等　各位

（マンションの所在地）
（団地建物所有者等の団体の名称）
（団地建物所有者等の団体の代表者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第81条に基づく再建承認決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。

記

１．再建承認決議集会（臨時総会）の開催日時・場所
	開催場所
	日時

	
	



２．会議の議事
	【記載例】
（○○団地○○棟）の再建承認決議に関する件



３．議案の要領（区分所有法第81条第1項に基づく再建承認決議で定める事項）
	




４．区分所有法第81条第４項に基づき通知する事項
①　新たに建築する建物の設計の概要
	




②　新たに建築する建物の団地内における位置
	




備考
１　４．①について、建物の全体についてだけでなく以下のことを示すこと。
	・一棟の建物全体の用途（住居用、住居店舗兼用など）
・構造材料（鉄骨鉄筋コンクリート造など）
・階数
・建築面積
・延べ床面積
・各階ごとの床面積等
・各専有部分の用途、配置、床面積、間取り等


２　４．①について、必要に応じて実施計画案等を別途添付すること。また、事業進捗に応じて、設計の内容に変更が生じる可能性があることを明記すること。

　　年　　月　　日

建替え承認決議集会招集通知

団地建物所有者等　各位

（マンションの所在地）
（団地建物所有者等の団体の名称）
（団地建物所有者等の団体の代表者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第82条に基づく建替え承認決議集会を下記の通り招集します。

記

１．建替え承認決議集会の開催日時・場所
	開催場所
	日時

	
	



２．会議の議事
	【記載例】
（○○団地○○棟）の建替え承認決議に関する件



３．議案の要領（区分所有法第82条第１項に基づく建替え承認決議で定める事項）
	




４．区分所有法第82条第２項において準用する区分所有法第81条第４項に基づき通知する事項
①　新たに建築する建物の設計の概要
	




②　新たに建築する建物の団地内における位置
	




備考
１　４．①について、建物の全体についてだけでなく以下のことを示すこと。
	・一棟の建物全体の用途（住居用、住居店舗兼用など）
・構造材料（鉄骨鉄筋コンクリート造など）
・階数
・建築面積
・延べ床面積
・各階ごとの床面積等
・各専有部分の用途、配置、床面積、間取り等


２　４．①について、必要に応じて実施計画案等を別途添付すること。また、事業進捗に応じて、設計の内容に変更が生じる可能性があることを明記すること。

　　年　　月　　日

建替え再建承認決議集会招集通知

団地建物所有者等　各位

（マンションの所在地）
（団地建物所有者等の団体の名称）
（団地建物所有者等の団体の代表者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第83条に基づく建替え再建承認決議集会を下記の通り招集します。

記

１．建替え再建承認決議集会の開催日時・場所
	開催場所
	日時

	
	



２．会議の議事
	【記載例】
（○○団地○○棟）の建替え再建承認決議に関する件



３．議案の要領（区分所有法第83条第１項に基づく建替え再建承認決議で定める事項）
	




４．区分所有法第83条第３項において準用する区分所有法第81条第４項に基づき通知する事項
①　新たに建築する建物の設計の概要
	




②　新たに建築する建物の団地内における位置
	




備考
１　４．①について、建物の全体についてだけでなく以下のことを示すこと。
	・一棟の建物全体の用途（住居用、住居店舗兼用など）
・構造材料（鉄骨鉄筋コンクリート造など）
・階数
・建築面積
・延べ床面積
・各階ごとの床面積等
・各専有部分の用途、配置、床面積、間取り等


参考様式１－⑤　承認決議集会招集通知
２　４．①について、必要に応じて実施計画案等を別途添付すること。また、事業進捗に応じて、設計の内容に変更が生じる可能性があることを明記すること。
（団地管理組合の名称）
（団地管理組合の代表者名）　殿

（議決権行使者名）
（号棟・号室）

議決権行使書

下記物件の建物の区分所有等に関する法律｛第69条に基づく建替え承認決議集会（臨時総会）／第81条に基づく再建承認決議集会／第82条に基づく建替え承認決議集会／第83条に基づく建替え再建承認決議集会｝において、同集会に関する招集通知書及び議案の要領を確認の上、下記議案についてこの書面をもって以下の通り議決権を行使します。

　　年　　月　　日

	議案
	議案への賛否

	【記載例】
（○○団地○○棟）の建替え承認決議に関する件
（○○団地○○棟）の再建承認決議に関する件　　　　　　　等
	賛成　・　反対
（いずれかに○をつけて下さい。）



〔物件の表示〕
	団地の所在地
	

	団地の名称
	

	建替え又は再建を行う特定建物の名称
	
（　　　　号棟）



現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
[bookmark: _Hlk216892463]　　　　　　　 （　　号棟　　号室 団地建物所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
参考様式１－⑥　承認決議集会における議決権行使書
２　建物の区分所有等に関する法律第81条に基づく再建承認決議集会、同法第82条に基づく建替え承認決議集会又は同法第83条に基づく建替え再建承認決議集会に係るものである場合は、「団地管理組合」を「団地建物所有者等の団体」と、「団地建物所有者」を「団地建物所有者等」とすること。
（団地管理組合の名称）
（団地管理組合の代表者名）　殿

（議決権行使者名）
（号棟・号室）

委任状

下記物件の建物の区分所有等に関する法律｛第69条に基づく建替え承認決議集会（臨時総会）／第81条に基づく再建承認決議集会／第82条に基づく建替え承認決議集会／第83条に基づく建替え再建承認決議集会｝における議決権の行使に関して、（代理人名）を代理人と定め、一切を委任します。代理人を記載していない場合は、同集会の議長に一任することといたします。

　　年　　月　　日

〔物件の表示〕
	団地の所在地
	

	団地の名称
	

	建替え又は再建を行う特定建物の名称
	
（　　　　号棟）



現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　 （　　号棟　　号室 団地建物所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
参考様式１－⑦　承認決議集会の議決権行使委任状
２　建物の区分所有等に関する法律第81条に基づく再建承認決議集会、同法第82条に基づく建替え承認決議集会又は同法第83条に基づく建替え再建承認決議集会に係るものである場合は、「団地管理組合」を「団地建物所有者等の団体」と、「団地建物所有者」を「団地建物所有者等」とすること。
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　殿

（マンションの所在地）
（マンションの名称）
（集会招集者名）

催告書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく（管理組合名）の建替え決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建替え決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において建替え決議に賛成されませんでした。
つきましては、区分所有法第63条第１項に基づき、建替えに参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
なお、区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
[bookmark: _Hlk225956248]マンションの所在地　
マンションの名称　　　（　　号棟）

備考
１　催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　殿

（マンションの所在地）
（マンションの名称）
（集会招集者名）

催告書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく（管理組合名）の建物更新決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物更新決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において建物更新決議に賛成されませんでした。
[bookmark: _Hlk217502349]つきましては、区分所有法第64条の５第３項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、建物の更新に参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
[bookmark: _Hlk217502445]なお、区分所有法第64条の５第３項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第64条の５第３項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、建物の更新に参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
マンションの所在地　
マンションの名称　　　（　　号棟）

備考
１　催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　殿

（団地の所在地）
（団地の名称）
（集会招集者名）

催告書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく（管理組合名）の一括建替え決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての一括建替え決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において一括建替え決議に賛成されませんでした。
[bookmark: _Hlk217502373]つきましては、区分所有法第70条第５項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、建替えに参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
なお、区分所有法第70条第５項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第70条第５項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
団地の所在地　
団地の名称　

備考
催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
[bookmark: _Hlk218531496]
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　殿

（滅失したマンションの所在地）
（滅失したマンションの名称）
（集会招集者名）

催告書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく再建決議集会において、下記の物件についての再建決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において再建決議に賛成されませんでした。
つきましては、区分所有法第75条第９項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、再建に参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
[bookmark: _Hlk217502385]なお、区分所有法第75条第９項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第75条第９項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、再建に参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
滅失したマンションの所在地　
滅失したマンションの名称　　　（　　号棟）

備考
１　催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
２　滅失したマンションが団地内のマンションであった場合は、「滅失したマンションの名称」欄に棟番号を記載すること。

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　殿

（団地の所在地）
（団地の名称）
（集会招集者名）

催告書

[bookmark: _Hlk217502175]　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく一括建替え等決議集会において、下記の物件についての一括建替え等決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において一括建替え等決議に賛成されませんでした。
つきましては、区分所有法第84条第４項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、建替え又は再建に参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
[bookmark: _Hlk217502400][bookmark: _Hlk217502456]なお、区分所有法第84条第４項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第84条第４項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、建替え又は再建に参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

[bookmark: _Hlk217502472]〔物件の表示〕
団地の所在地　
団地の名称　

備考
参考様式２－①　参加・不参加の回答の催告書（決議別）
催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
　　年　　月　　日

（集会招集者名）　殿

（回答者名）
（号棟・号室）

回答書

[bookmark: _Hlk217502395]　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく下記物件に関する｛建替え決議集会（臨時総会）／建物更新決議集会（臨時総会）／一括建替え決議集会（臨時総会）／再建決議集会／一括建替え等決議集会｝において議決された内容について、｛区分所有法第64条の５第３項／第70条第５項／第75条第９項／第84条第４項において準用する｝区分所有法第63条第３項に基づき｛建替え／建物の更新／再建／建替え又は再建｝に参加するか参加しないかを以下の通り回答します。

	参加　　　・　　　不参加
（いずれかに○を付けて下さい）



〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
参考様式２－②Ⅰ　催告に対する回答書
３　区分所有法第70条に基づく一括建替え決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、区分所有法第75条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、区分所有法第84条に基づく一括建替え等決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
　　年　　月　　日

（集会招集者名）　殿
（回答者名）
（号棟・号室）

回答書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく下記物件に関する｛建替え決議集会（臨時総会）／建物更新決議集会（臨時総会）／一括建替え決議集会（臨時総会）／再建決議集会／一括建替え等決議集会｝において議決された内容について、｛区分所有法第64条の５第３項／第70条第５項／第75条第９項／第84条第４項において準用する｝区分所有法第63条第３項に基づき｛建替え／建物の更新／再建／建替え又は再建｝に参加するか参加しないかを以下の通り回答します。

	参加　　　・　　　不参加
（いずれかに○を付けて下さい）



〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



＜共有代表者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
＜共有者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
＜共有者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
参考様式２－②Ⅱ　催告に対する回答書（共有の場合）
３　区分所有法第70条に基づく一括建替え決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、区分所有法第75条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、区分所有法第84条に基づく一括建替え等決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の建替え決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建替え決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第63条第1項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して建替え決議の内容により建替えに参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
区分所有権関係
所在　
階数　　　階
部屋番号　　　号室
専有部分面積　　　平方メートル
敷地利用権関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
区分所有権及び敷地利用権の価額　　　　　円

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
[bookmark: _Hlk225416883]①建替え決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第63条第４項の規定により建替えに参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。

　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

[bookmark: _Hlk225367884][bookmark: _Hlk225367909]　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の建物更新決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物更新決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第64条の５第３項において準用する区分所有法第63条第1項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して建物更新決議の内容により建物の更新に参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第64条の５第３項において準用する区分所有法第63条第５項に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
[bookmark: _Hlk225965370]区分所有権関係
所在　
階数　　　階
部屋番号　　　号室
専有部分面積　　　平方メートル
敷地利用権関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
区分所有権及び敷地利用権の価額　　　　　円

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第64条の５第３項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
①建物更新決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②建物更新決議の内容により建物の更新に参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第64条の５第３項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により建物の更新に参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第64条の５第３項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。

　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催された（団地管理組合名）の一括建替え決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての一括建替え決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第70条第５項において準用する区分所有法第63条第1項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して一括建替え決議の内容により建替えに参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第70条第５項において準用する区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
区分所有権関係
所在　
階数　　　階
部屋番号　　　号室
専有部分面積　　　平方メートル
敷地利用権関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
区分所有権及び敷地利用権の価額　　　　　円

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第70条第５項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
①一括建替え決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②一括建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第70条第５項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により建替えに参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第70条第５項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。

　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催された再建決議集会において、下記の物件についての再建決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第75条第９項において準用する区分所有法第63条第1項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して再建決議の内容により再建に参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第75条第９項において準用する区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、敷地共有持分等は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該敷地共有持分等の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
[bookmark: _Hlk225965441]敷地共有持分等関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
敷地共有持分等の価額　　　　　円

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第75条第９項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
①再建決議に賛成した各敷地共有者等（承継人を含む。）
②再建決議の内容により再建に参加する旨を回答した各敷地共有者等（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により敷地共有持分等を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第75条第９項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により再建に参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第75条第９項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。

　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催された一括建替え等決議集会において、下記の物件についての一括建替え等決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第84条第４項において準用する区分所有法第63条第1項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して一括建替え等決議の内容により建替え又は再建に参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第84条第４項において準用する区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権（滅失した建物にあっては、敷地共有持分等。以下同じ。）を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分又は敷地共有持分等の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
区分所有権関係
所在　
階数　　　階
部屋番号　　　号室
専有部分面積　　　平方メートル
敷地利用権関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
区分所有権及び敷地利用権の価額　　　　　円

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第84条第４項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
①一括建替え等決議に賛成した各団地建物所有者等（承継人を含む。）
②一括建替え等決議の内容により建替え又は再建に参加する旨を回答した各団地建物所有者等（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権（滅失した建物にあっては、敷地共有持分等）を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第84条第４項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により建替え又は再建に参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
参考様式２－③　売渡し請求通知（決議別）
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第84条第４項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。
　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了請求通知

　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の建替え決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建替え決議が成立しました。
（請求者名）は、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項の規定に基づき、賃貸借の終了を請求いたします。
本請求は、法律上の形成権であるため、貴殿が有する賃借権は、本請求があった日から６月を経過することによって終了いたします。また、（請求者名）に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿が有する賃借権に係る専有部分の明渡し義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　賃貸借の終了請求は、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条の２第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
①建替え決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者
④賃貸されている専有部分の区分所有者
５　マンション再生円滑化法に基づき賃貸借の終了請求を行う場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条の２第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。

　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了請求通知

　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の建物更新決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物更新決議が成立しました。
（請求者名）は、建物の区分所有等に関する法律第64条の５第３項において準用する同法第64条の２第１項の規定に基づき、賃貸借の終了を請求いたします。
本請求は、法律上の形成権であるため、貴殿が有する賃借権は、本請求があった日から６月を経過することによって終了いたします。また、（請求者名）に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿が有する賃借権に係る専有部分の明渡し義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　賃貸借の終了請求は、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項（同法第64条の５第３項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条の２第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
[bookmark: _Hlk225367976]①建物更新決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②建物更新決議の内容により建物の更新に参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者
④賃貸されている専有部分の区分所有者
５　マンション再生円滑化法に基づき賃貸借の終了請求を行う場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第64条の５第３項において準用する同法第64条の２第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条の２第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。

　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了請求通知

　　年　　月　　日に開催された（団地管理組合名）の一括建替え決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての一括建替え決議が成立しました。
（請求者名）は、建物の区分所有等に関する法律第70条第５項において準用する同法第64条の２第１項の規定に基づき、賃貸借の終了を請求いたします。
本請求は、法律上の形成権であるため、貴殿が有する賃借権は、本請求があった日から６月を経過することによって終了いたします。また、（請求者名）に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿が有する賃借権に係る専有部分の明渡し義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　賃貸借の終了請求は、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項（同法第70条第５項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条の２第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
①一括建替え決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②一括建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者
④賃貸されている専有部分の区分所有者
５　マンション再生円滑化法に基づき賃貸借の終了請求を行う場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第70条第５項において準用する同法第64条の２第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条の２第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。

　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了請求通知

　　年　　月　　日に開催された一括建替え等決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての一括建替え等決議が成立しました。
（請求者名）は、建物の区分所有等に関する法律第84条第４項において準用する同法第64条の２第１項の規定に基づき、賃貸借の終了を請求いたします。
本請求は、法律上の形成権であるため、貴殿が有する賃借権は、本請求があった日から６月を経過することによって終了いたします。また、（請求者名）に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿が有する賃借権に係る専有部分の明渡し義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　賃貸借の終了請求は、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項（同法第84条第４項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第15条の２第１項の規定により行う場合は、マンション再生組合が請求することができる。
①一括建替え等決議に賛成した各団地建物所有者等（承継人を含む。）
②一括建替え等決議の内容により建替え又は再建に参加する旨を回答した各団地建物所有者等（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者
④賃貸されている専有部分の団地建物所有者等
参考様式２－④Ⅰ　賃貸借の終了請求通知（決議別）
５　マンション再生円滑化法に基づき賃貸借の終了請求を行う場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第84条第４項において準用する同法第64条の２第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条の２第１項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。
　　年　　月　　日

（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了に伴う明渡し通知

貴殿の占有する下記物件について、（請求者名）は、　　年　　月　　日に賃貸借の終了を請求いたしました。当該請求から６月が経過しましたので、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第２項の規定に基づき下記物件に係る賃貸借は終了いたしました。
つきましては、（請求者名）は、貴殿に対し、下記補償金と引き換えに、下記物件を明け渡すよう通知いたします。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

〔補償金の表示〕
賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金　　　　　円

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該通知は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
参考様式２－④Ⅱ　賃貸借の終了請求後の明渡し通知
３　マンション再生円滑化法に基づく賃貸借の終了請求である場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第64条の２第２項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条の２第２項」とし、請求者としてマンション再生組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。
年　　月　　日
（都道府県知事等名）　殿
○○マンション再生組合設立認可申請者
住所
氏名
（以下連署）

○○マンション再生組合設立認可申請書

マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第９条第１項の規定により、マンション再生組合の設立の認可を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。

記

１　定款

２　事業計画

３　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第３条第１項に掲げる書類
⑴　認可を申請しようとする者が再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の再生合意者であることを証する書類
・　登記簿謄本、議決権行使書　他
⑵　法第９条第２項の規定による集会の決議を得たことを証する書類
・　区分所有者集計表
・　区分所有者名簿（再生賛成・不賛成）
[bookmark: _Hlk219921002]・　再生前マンションとなるべきマンションの管理規約の写し又は再建敷地となるべき土地の建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第73条において準用する第30条第１項の規約の写し
・　再生合意者集計表
・　再生合意者名簿（マンション再生組合設立の賛成・不賛成）
・　登記簿謄本　他
⑶　法第９条第２項各号に掲げるマンション又は土地（以下「再生決議マンション等」という。）についての再生決議の内容を記載した書類
・　再生決議を行った際の集会の議事録
・　再生決議の決議事項を記載した書類（集会の招集通知、議案の要領）　他
[bookmark: _Hlk218505693]⑷　申請に係るマンションが区分所有法第62条第２項各号のいずれかに該当することを証する書類
[bookmark: _Hlk219921659]・　要除却等認定実務マニュアル（令和８年３月改訂）３．３．２に示す調査報告書　他
[bookmark: _Hlk218505787][bookmark: _Hlk219921711]⑸　再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第２条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
[bookmark: _Hlk219921747][bookmark: _Hlk220339707]・　災害対策基本法第90条の２の罹災証明書　他
[bookmark: _Hlk218505798]⑹　隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類

[bookmark: _Hlk219921885]備考
[bookmark: _Hlk218506406]１　この様式においては、建替え、建物の更新及び再建を総称して「再生」と、建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議、再建決議及び一括建替え等決議を総称して「再生決議」と記載している。
２　上記３⑷の書類は、法第12条第２項各号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合のみ添付すること。
３　上記３⑸の書類は、法第９条第１項の認可の申請に係る再生決議が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（以下「被災区分所有法」という。）第５条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第62条第１項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第64条の５第１項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第８条の規定により読み替えて適用される区分所有法第70条第１項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第２条の規定により読み替えて適用される区分所有法第75条第１項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第10条第１項の規定により読み替えて適用される区分所有法第84条第１項の規定によりされた一括建替え等決議である場合のみ添付すること。
参考様式３－①　組合設立認可申請書
４　上記３⑹の書類は、再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合のみ添付すること。
区分所有者集計表（建替え決議／建物更新決議／再建決議）

	
	区分所有者数
	議決権

	再生賛成
	人
	○○○分の○○○

	再生不賛成
	人
	○○○分の○○○

	合計
	人
	○○○分の○○○

	賛成率
	％
	％



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　この様式においては、建替え、建物の更新及び再建を総称して「再生」と記載している。
３　区分所有者名簿（再生賛成、再生不賛成）を作成し添付すること。
４　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条の議決権を記載すること。
５　再建決議の場合は、「区分所有者」を「敷地共有者等」とし、「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第73条において準用する同法第38条の議決権を記載すること。

区分所有者集計表（団地内の建物の建替え承認決議）

	
	団地建物所有者数
	議決権

	建替え承認
	特定建物
（建替えを行う建物）
	人
	○○○分の○○○

	
	特定建物以外
	人
	○○○分の○○○

	
	合計
（団地全体）
	人
	○○○分の○○○

	建替え不承認
	特定建物以外
	人
	○○○分の○○○

	承認率
	-
	％



備考
１　区分所有者名簿（建替え承認、建替え不承認）を作成し添付すること。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第69条第２項の議決権を記載すること。
参考様式３－②Ⅰ　区分所有者集計表（建替え決議／建物更新決議／再建決議）
３　別途、当該特定建物（建替えを行う建物）の建替え決議又はその区分所有者全員の同意若しくはその所有者の同意があることを証する書類を添付すること。
区分所有者集計表（団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議）

	
	団地建物所有者等数
	議決権

	[bookmark: _Hlk217580703]再建承認
	特定滅失建物
（再建を行う建物）
	人
	○○○分の○○○

	
	特定滅失建物以外
	人
	○○○分の○○○

	
	合計
（団地全体）
	人
	○○○分の○○○

	再建不承認
	特定滅失建物以外
	人
	○○○分の○○○

	承認率
	-
	％



備考
１　区分所有者名簿（再建承認、再建不承認）を作成し添付すること。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第81条第２項の議決権を記載すること。
３　別途、当該特定滅失建物（再建を行う建物）の再建決議又はその敷地共有者等全員の同意若しくは当該特定滅失建物の所有に係る建物の敷地に関する権利を有する者の同意があることを証する書類を添付すること。

区分所有者集計表（団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議）

	
	団地建物所有者等数
	議決権

	建替え承認
	特定建物
（建替えを行う建物）
	人
	○○○分の○○○

	
	特定建物以外
	人
	○○○分の○○○

	
	合計
（団地全体）
	人
	○○○分の○○○

	建替え不承認
	特定建物以外
	人
	○○○分の○○○

	承認率
	-
	％



備考
１　区分所有者名簿（建替え承認、建替え不承認）を作成し添付すること。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第82条第２項において準用する第81条第２項の議決権を記載すること。
３　別途、当該特定建物（建替えを行う建物）の建替え決議又はその区分所有者全員の同意若しくはその所有者の同意があることを証する書類を添付すること。

区分所有者集計表（団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議）

	
	団地建物所有者等数
	議決権

	建替え承認
	特定建物
（建替えを行う建物）
	人
	○○○分の○○○

	
	特定滅失建物
（再建を行う建物）
	人
	○○○分の○○○

	
	特定建物及び
特定滅失建物以外
	人
	○○○分の○○○

	
	合計
（団地全体）
	人
	○○○分の○○○

	建替え不承認
	特定建物及び
特定滅失建物以外
	人
	○○○分の○○○

	承認率
	-
	％



備考
１　区分所有者名簿（建替え再建承認、建替え再建不承認）を作成し添付すること。
[bookmark: _Hlk225372373]２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第83条第３項において準用する同法第81条第２項の議決権を記載すること。
参考様式３－②Ⅱ　区分所有者集計表（承認決議・決議別）
３　別途、当該特定建物（建替えを行う建物）の建替え決議若しくはその区分所有者全員の同意若しくはその所有者の同意があることを証する書類又は当該特定滅失建物（再建を行う建物）の再建決議若しくはその敷地共有者等全員の同意若しくは当該特定滅失建物の所有に係る建物の敷地に関する権利を有する者の同意があることを証する書類を添付すること。
区分所有者集計表（一括建替え決議）

	
	区分所有者数
	議決権

	
	
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第70条第３項

	団地全体で４／５以上の賛成があること・各棟で１／３を超える反対がないこと

	１号棟
	建替え賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	２号棟
	建替え賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	３号棟
	建替え賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	ｎ号棟
	建替え賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	団地全体
	建替え賛成
	人
	-
	○○分の○○

	
	建替え不賛成
	人
	
	○○分の○○

	
	賛成率
	％
	
	％



備考
１　区分所有者名簿（建替え賛成、建替え不賛成、建替え反対）を作成し添付すること。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条及び第70条第３項の議決権を記載すること。
３　建替え反対者は、明確に反対の意思表示をしたものを指し、集会欠席者など賛否が不明な者は含まない。建替え不賛成者には、賛否が不明な者も含む。

区分所有者集計表（一括建替え等決議）

	
	団地建物所有者等数
	議決権

	
	
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第84条第２項

	団地全体で４／５以上の賛成があること・各棟で１／３を超える反対がないこと

	１号棟
	建替え又は再建賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え又は再建不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え又は再建反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	２号棟
	建替え又は再建賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え又は再建不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え又は再建反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	３号棟
	建替え又は再建賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え又は再建不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え又は再建反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	ｎ号棟
	建替え又は再建賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え又は再建不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	建替え又は再建反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	団地全体
	建替え又は再建賛成
	人
	-
	○○分の○○

	
	建替え又は再建不賛成
	人
	
	○○分の○○

	
	賛成率
	％
	
	％



備考
１　団地建物所有者等名簿（建替え又は再建賛成、建替え又は再建不賛成、建替え又は再建反対）を作成し添付すること。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条及び第84条第２項の議決権を記載すること。
参考様式３－②Ⅲ　区分所有者集計表（一括建替え決議・一括建替え等決議）
３　建替え又は再建反対者は、明確に反対の意思表示をしたものを指し、集会欠席者など賛否が不明な者は含まない。建替え又は再建不賛成者には、賛否が不明な者も含む。
区分所有者名簿（建替え決議／建物更新決議／再建決議）

イ　再生賛成
	住戸番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



ロ　再生不賛成
	住戸番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　この様式においては、建替え、建物の更新及び再建を総称して「再生」と記載している。
３　賛成、不賛成ごとに作成すること。
４　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条の議決権を記載すること。
５　再建決議の場合は、「区分所有者」を「敷地共有者等」とし、「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第73条において準用する同法第38条の議決権を記載すること。
参考様式３－③Ⅰ　区分所有者名簿（建替え決議／建物更新決議／再建決議）
６　一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の専有部分を所有するための敷地利用権又は附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するときは、備考欄にその他の区分所有者名又は敷地共有者等名を記載すること。
区分所有者名簿（建替え承認・不承認／団地内の建物の建替え承認決議）

イ　建替え承認
	棟番号
	住戸番号
	団地建物所有者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	
	

	○○
	○○○
	
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



ロ　建替え不承認
	棟番号
	住戸番号
	団地建物所有者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	
	

	○○
	○○○
	
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第69条第２項の議決権を記載すること。
３　承認、不承認ごとに作成すること。
４　一の建物又は専有部分が数人の共有に属する場合は、備考欄にその他の団地建物所有者名を記載すること。

区分所有者名簿（再建承認・不承認／団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議）

イ　再建承認
	棟番号
	住戸番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	
	

	○○
	○○○
	
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



ロ　再建不承認
	棟番号
	住戸番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	
	

	○○
	○○○
	
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第81条第２項の議決権を記載すること。
３　承認、不承認ごとに作成すること。
４　一の建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であって滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するときは、備考欄にその他の団地建物所有者等名を記載すること。

区分所有者名簿（建替え承認・不承認／団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議）

イ　建替え承認
	棟番号
	住戸番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	
	

	○○
	○○○
	
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



ロ　建替え不承認
	棟番号
	住戸番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	
	

	○○
	○○○
	
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第82条第２項において準用する同法第81条第２項の議決権を記載すること。
３　承認、不承認ごとに作成すること。
４　一の建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であって滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するときは、備考欄にその他の団地建物所有者等名を記載すること。

区分所有者名簿
（建替え再建承認・不承認／団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議）

イ　建替え再建承認
	棟番号
	住戸番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	
	

	○○
	○○○
	
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



ロ　建替え再建不承認
	棟番号
	住戸番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	
	

	○○
	○○○
	
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第83条第３項において準用する同法第81条第２項の議決権を記載すること。
３　承認、不承認ごとに作成すること。
参考様式３－③Ⅲ　区分所有者名簿（一括決議・決議別）
４　一の建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であって滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するときは、備考欄にその他の団地建物所有者等名を記載すること。
区分所有者名簿（建替え賛成・不賛成／一括建替え決議）

イ　建替え賛成
	棟
番号
	住戸
番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第70条第３項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



ロ　建替え不賛成
	棟
番号
	住戸
番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第70条第３項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



ハ　建替え反対
	棟
番号
	住戸
番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第70条第３項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	－
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　賛成、不賛成、反対ごとに作成すること。
３　建替え反対者は、明確に反対の意思表示をしたものを指し、集会欠席者など賛否が不明な者は含まない。建替え不賛成者には、賛否が不明な者も含む。
４　一の専有部分が数人の共有に属する場合は、備考欄にその他の区分所有者名を記載すること。

区分所有者名簿（建替え又は再建賛成・不賛成／一括建替え等決議）

イ　建替え又は再建賛成
	棟
番号
	住戸
番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第84条第２項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



ロ　建替え又は再建不賛成
	棟
番号
	住戸
番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第84条第２項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



ハ　建替え又は再建反対
	棟
番号
	住戸
番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第84条第２項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　賛成、不賛成、反対ごとに作成すること。
３　建替え又は再建反対者は、明確に反対の意思表示をしたものを指し、集会欠席者など賛否が不明な者は含まない。建替え又は再建不賛成者には、賛否が不明な者も含む。
４　一の建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であって滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するときは、備考欄にその他の団地建物所有者等名を記載すること。
再生合意者集計表

	
	人数
	議決権

	出席した再生合意者
	人
	○○○分の○○○

	マンション再生組合
設立賛成
	人
	○○○分の○○○

	マンション再生組合
設立不賛成
	人
	○○○分の○○○

	賛成率
	％
	％



備考
[bookmark: _Hlk220007375]１　この様式は、建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う場合、建物更新決議の内容によりマンションの更新を行う場合又は再建決議の内容によりマンションの再建を行う場合に使用すること。
２　再生合意者名簿（マンション再生組合設立賛成・不賛成）を作成し添付すること。
３　「議決権」欄には、下記の議決権を記載すること。
①　建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う場合又は建物更新決議の内容によりマンションの更新を行う場合は、建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第38条の議決権
参考様式３－④Ⅰ　再生合意者集計表（一括決議以外）
②　再建決議の内容によりマンションの再建を行う場合は、区分所有法第73条において準用する区分所有法第38条の議決権
再生合意者集計表

	
	人数
	議決権

	
	
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第70条第３項

	再生合意者
	１号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	２号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	３号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	ｎ号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	合計（団地全体）
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	マンション再生組合設立賛成
	１号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	２号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	３号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	ｎ号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	合計（団地全体）
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	マンション再生組合設立不賛成
	１号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	２号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	３号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	ｎ号棟
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	合計（団地全体）
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	賛成率
	１号棟
	％
	％
	-

	
	２号棟
	％
	％
	-

	
	３号棟
	％
	％
	-

	
	ｎ号棟
	％
	％
	-

	
	合計（団地全体）
	％
	-
	％



備考
[bookmark: _Hlk217637505]１　この様式は、一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う場合又は一括建替え等決議の内容によりマンションの建替え又はマンションの再建を行う場合に使用すること。
２　再生合意者名簿（マンション再生組合設立賛成・不賛成）を作成し添付すること。
参考様式３－④Ⅱ　再生合意者集計表（一括決議）
[bookmark: _Hlk217637703]３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第38条及び第70条第３項の議決権を記載すること。一括建替え等決議の内容によりマンションの建替え又はマンションの再建を行う場合は、「議決権」欄中「第70条第３項」を「第84条第２項」とし、区分所有法第84条第２項の議決権を記載すること。
再生合意者名簿（マンション再生組合設立賛成・不賛成）

イ　マンション再生組合設立賛成
	住戸番号
	再生合意者
	議決権割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



ロ　マンション再生組合設立不賛成
	住戸番号
	再生合意者
	議決権割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　「議決権」欄には、下記の議決権を記載すること。
①　建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う場合又は建物更新決議の内容によりマンションの更新を行う場合は、建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第38条の議決権
②　再建決議の内容によりマンションの再建を行う場合は、区分所有法第73条において準用する区分所有法第38条の議決権
３　賛成、非賛成ごとに作成すること。
参考様式３－⑤Ⅰ　再生合意者名簿（一括決議以外）
４　一の専有部分が数人の共有に属する場合は、備考欄にその他の再生合意者名を記載のこと。
再生合意者名簿（マンション再生組合設立賛成・非賛成）

イ　マンション再生組合設立賛成
	棟番号
	住戸番号
	再生合意者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法第70条第３項
	

	○○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	-
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	-
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	-
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	-
	

	
	団地全体
	　　　人
	-
	○○分の○○
	



ロ　マンション再生組合設立不賛成
	棟番号
	住戸番号
	再生合意者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法第70条第３項
	

	○○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	-
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	-
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	-
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	-
	

	
	団地全体
	　　　人
	-
	○○分の○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第38条及び第70条第３項の議決権を記載すること。一括建替え等決議の内容によりマンションの建替え又はマンションの再建を行う場合は、「議決権」欄中「第70条第３項」を「第84条第２項」とし、区分所有法第84条第２項の議決権を記載すること。
３　賛成、不賛成ごとに作成すること。
参考様式３－⑤Ⅱ　再生合意者名簿（一括決議）
４　一の専有部分が数人の共有に属する場合は、備考欄にその他の再生合意者名を記載のこと。
　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

所在地
組合名
理事長名

マンション再生組合理事長氏名等届出書

マンションの再生等の円滑化に関する法律第20条第２項の規定に基づき理事の互選により理事長を選出しましたので、同法第25条第１項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

	[bookmark: _Hlk220009329]役職
	氏名
	住所
	備考

	

	
	
	



備考
[bookmark: _Hlk220342414]１　再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して届け出ること。
参考様式４－①　組合理事長氏名等届出書
２　議事録を添付すること。
（マンション再生組合の名称）
（総会招集者名）　殿

委任状

代理人住所
代理人氏名

上記のものを代理人と定めマンションの再生等の円滑化に関する法律第33条第２項の規定により下記の権限を委任する。

記

　　年　　月　　日マンション再生組合の総会において通知書記載の議決権及び選挙権を行うこと。

　　年　　月　　日

[bookmark: _Hlk220011318]組合員住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
組合員氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

備考
参考様式４－②　組合総会における議決権及び選挙権の行使委任状
代理人は、同時に５人以上の組合員を代理することができないことに注意すること。
年　　月　　日
（都道府県知事等名）　殿
所在地
組合名
理事長名

定款の変更認可申請書

本組合は、　　年　　月　　日の総会において定款の変更を議決したので、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第34条第１項の規定により、下記の書類を添えて申請します。

記

１　変更理由書

２　変更した定款

３　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第３条第２項に掲げる書類
⑴　総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
・　議事録　他
⑵　法第34条第２項において準用する法第９条第２項の規定による集会の決議を得たことを証する書類
・　区分所有者集計表
・　区分所有者名簿（再生賛成・不賛成）
・　再生前マンションとなるべきマンションの管理規約の写し又は再建敷地となるべき土地の建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第73条において準用する第30条第１項の規約の写し
・　再生合意者集計表
・　再生合意者名簿（マンション再生組合設立賛成・不賛成）
・　登記簿謄本　他
⑶　新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類
・　再生決議を行った際の集会の議事録
・　再生決議の決議事項を記載した書類（集会の招集通知、議案の要領）　他
⑷　申請に係るマンションが区分所有法第62条第２項各号のいずれかに該当することを証する書類
・　要除却等認定実務マニュアル（令和８年３月改訂）３．３．２に示す調査報告書　他
⑸　再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第２条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
・　災害対策基本法第90条の２の罹災証明書　他
⑹　隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
⑺　法第34条第３項の同意を得たことを証する書類
・　債権者の同意書　他

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　この様式において、建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議、再建決議及び一括建替え等決議を総称して「再生決議」と記載している。
３　この様式において、再生決議マンション等は、法第９条第２項各号に掲げるマンション又は土地を指す。
４　変更理由書は変更理由の要点を簡明に記載すること。
５　変更した定款について、目次の変更した部分に赤線を引き、変更しない部分には「変更なし」と記載すること。
６　上記３⑵から⑸までの書類は、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等がある場合に添付すること。
７　上記３⑷の書類は、法第12条第２項各号に掲げる事業を行う組合である場合のみ添付すること。
８　上記３⑸の書類は、法第34条第２項において準用する法第９条第１項の認可の申請に係る再生決議が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（以下「被災区分所有法」という。）第５条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第62条第１項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第64条の５第１項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第８条の規定により読み替えて適用される区分所有法第70条第１項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第２条の規定により読み替えて適用される区分所有法第75条第１項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第10条第１項の規定により読み替えて適用される区分所有法第84条第１項の規定によりされた一括建替え等決議である場合のみ添付すること。
９　上記３⑹の書類は、新たに再生後マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合に添付すること。
参考様式４－③　定款の変更認可申請書
10　上記３⑺の書類は、事業に要する経費の分担に関し定款を変更しようとする場合又は定款の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合において、マンション再生事業の施行のための借入金があるときに添付すること。
年　　月　　日
（都道府県知事等名）　殿
所在地
組合名
理事長名

事業計画の変更認可申請書

本組合は、　　年　　月　　日の総会において事業計画の変更を議決したので、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第34条第１項の規定により、下記の書類を添えて申請します。

記

１　変更理由書

２　変更した事業計画

３　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第３条第２項に掲げる書類
⑴　総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
・　議事録　他
⑵　法第34条第２項において準用する法第９条第２項の規定による集会の決議を得たことを証する書類
・　区分所有者集計表
・　区分所有者名簿（再生賛成・不賛成）
・　再生前マンションとなるべきマンションの管理規約の写し又は再建敷地となるべき土地の建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第73条において準用する第30条第１項の規約の写し
・　再生合意者集計表
・　再生合意者名簿（マンション再生組合設立賛成・不賛成）
・　登記簿謄本　他
⑶　新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類
・　再生決議を行った際の集会の議事録
・　再生決議の決議事項を記載した書類（集会の招集通知、議案の要領）　他
⑷　申請に係るマンションが区分所有法第62条第２項各号のいずれかに該当することを証する書類
・　要除却等認定実務マニュアル（令和８年３月改訂）３．３．２に示す調査報告書　他
⑸　再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第２条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
・　災害対策基本法第90条の２の罹災証明書　他
⑹　隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
⑺　法第34条第３項の同意を得たことを証する書類
・　債権者の同意書　他

４　図面

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　この様式において、建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議、再建決議及び一括建替え等決議を総称して「再生決議」と記載している。
３　この様式において、再生決議マンション等は、法第９条第２項各号に掲げるマンション又は土地を指す。
４　変更理由書は変更理由の要点を簡明に記載すること。
５　変更した事業計画について、目次の変更した部分に赤線を引き、変更しない部分には「変更なし」と記載すること。
６　上記３⑵から⑸までの書類は、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等がある場合に添付すること。
７　上記３⑷の書類は、法第12条第２項各号に掲げる事業を行う組合である場合のみ添付すること。
８　上記３⑸の書類は、法第34条第２項において準用する法第９条第１項の認可の申請に係る再生決議が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（以下「被災区分所有法」という。）第５条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第62条第１項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第64条の５第１項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第８条の規定により読み替えて適用される区分所有法第70条第１項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第２条の規定により読み替えて適用される区分所有法第75条第１項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第10条第１項の規定により読み替えて適用される区分所有法第84条第１項の規定によりされた一括建替え等決議である場合のみ添付すること。
９　上記３⑹の書類は、新たに再生後マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合に添付すること。
10　上記３⑺の書類は、事業に要する経費の分担に関し事業計画を変更しようとする場合又は事業計画の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合において、マンション再生事業の施行のための借入金があるときに添付すること。
参考様式４－④　事業計画の変更認可申請書
11　上記４の図面については、設立認可申請と同じものと変更対象図、設計図をつけること。
○○マンション再生組合
組合員名簿
（　　年　　月　　日作成）
（　　年　　月　　日変更）

イ　再生合意者
	番号
	住戸番号
	氏名（名称）
	住所（主たる事務所の所在地）
	連絡先
	持分割合
	備考

	
	
	
	
	
	○○分
の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



ロ　参加組合員
	番号
	氏名（名称）
	住所
	連絡先
	備考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



備考
１　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第３条第１項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）を記載すること。
２　「持分割合」欄には、マンションの再生等の円滑化に関する法律第30条第１項の規定により以下のいずれかの割合を記載すること。
①下記②及び③以外の組合　組合の専有部分が存しないものとして算定した再生前マンションについて建物の区分所有等に関する法律第14条に定める割合
②一括建替え合意者のみにより設立された組合　組合の持分が存しないものとして算定した再生前マンションの敷地（これに関する権利を含む。）の持分の価格の割合
③マンションの再建に関する事業を含むマンション再生事業を施行する組合　組合の持分が存しないものとして算定した再生前マンションの敷地又は再建敷地（これらに関する権利を含む。）の持分の価格の割合

参考様式４－⑤　組合員名簿

　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

所在地
組合名
理事長名

権利変換計画認可申請書

マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第57条第１項の規定により、権利変換計画の認可を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。

記

１　配置設計図

２　権利変換計画書（価額の算定に関する資料を含む）

３　区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面

４　区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができない理由を記載した書面

５　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第32条各号に掲げる書類
⑴　審査員の過半数の同意を得たことを証する書類
⑵　権利変換計画の決定についての総会の議決を経たことを証する書類
・　議事録　他
⑶　関係権利者名簿
⑷　法57条第２項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
・　同意書
・　登記簿謄本　他
⑸　下記の承認決議を得たことを証する書類
・　建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第69条の規定により、同条第１項に規定する特定建物である建替前マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議
・　区分所有法第81条の規定により同条第１項に規定する特定滅失建物であるマンション（以下「特定滅失マンション」という。）の所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する再建承認決議
・　区分所有法第82条の規定により同条第１項に規定する特定建物である建替前マンション（以下「特定マンション」という。）の建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議
・　区分所有法第83条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する建替え再建承認決議
⑹　関係権利者の利害の衡平を図るための必要な定めに関する関係権利者の意見の概要を記載した書類

備考
１　区分所有権等以外の権利とは、区分所有権、敷地利用権、敷地共有持分等、敷地又は土地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利を指す。
２　上記３は、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときに添付すること。
３　上記４は、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないときに添付すること。
参考様式５－①　権利変換計画認可申請書
４　上記３⑹は法第61条第２項の規定に基づき関係権利者の利害の衡平を図るため施行者が必要な定めをしたときに添付すること。
関係権利者名簿（権利者別）

（　　年　　月　　日作成）
権利の種類（　　　　　　　　　）
	番号
	権利者
	権利の内容
	備考

	
	氏名
	住所
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	-
	



備考
参考様式５－②　関係権利者名簿
権利者が有する権利の種類（区分所有権、敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、借家権、隣接施行敷地についての権利、施行底地権等）ごとに作成すること。
同意書

私は、○○マンション再生事業の施行に伴うこの権利変換計画に同意します。

　　年　　月　　日
住所
氏名

１　従前権利の状況
	再生前マンションに関する権利
	所在
	権利の種類
	権利の内容
	価額

	
	
	
	
	円

	
	
	
	
	円

	
	小計
	円

	再生前マンションの敷地、再建敷地又は隣接施行敷地に関する権利
	所在及び地番
	地目
	権利の種類
	権利の内容
	価額

	
	
	
	
	
	円

	
	
	
	
	
	円

	
	小計
	円

	合計
	円



２　従後権利の状況
	再生後マンションに関する権利
	所在
	権利の種類
	権利の内容
	価額

	
	
	
	
	円

	
	
	
	
	円

	
	小計
	円

	再生後マンションの敷地に関する権利
	所在及び地番
	地目
	権利の種類
	権利の内容
	価額

	
	
	
	
	
	円

	
	
	
	
	
	円

	
	小計
	円

	合計
	円



３　マンションの再生等の円滑化に関する法律第56条第１項の申出による金銭給付の額
	再生前マンションの敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権の価額
	再生前マンションに関する権利の価額
	合計
	備考

	円
	円
	円
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　「地目」欄には、不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第99条の地目の別により、その現況を記載すること。
３　法人の場合においては、「住所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄にはその法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
参考様式５－③　権利変換計画の同意書
４　運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)を適当な箇所に貼付すること。
　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿
所在地
組合名
代表者名

不同意の理由書

マンションの再生等の円滑化に関する法律第57条第３項の規定に基づき、下記の権利者から権利変換計画についての同意を得られなかったため、その理由及び当該権利者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を申し出ます。

記

１　権利者の氏名と権利の概要
	権利の内容
	所在
	権利者の氏名、住所
	備考

	

	
	
	



２　同意を得られなかった理由
	




３　当該権利者の権利に関し損害を与えないようにするための措置
	




備考
１　法人の場合においては、「権利者の氏名、住所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地及び名称を記載すること。
参考様式５－④　権利変換計画不同意の理由書
２　上記１から３までは、同意を得られなかった者ごとに作成すること。
　　年　　月　　日
（都道府県知事等名）　殿

所在地
組合名
代表者名

非確知の理由書

マンションの再生等の円滑化に関する法律第57条第４項の規定に基づき、下記の権利者について、確知できなかったため、権利変換計画についての同意を得られなかったことを申し出ます。

記

１　権利者の氏名と権利の概要
	権利の内容
	所在
	権利者の氏名、住所
	備考

	

	
	
	



２　確知できなかった理由
	




備考
１　法人の場合は、「権利者の氏名、住所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地及び名称を記載すること。
参考様式５－⑤　権利変換計画非確知の理由書
２　上記１及び２は、確知できなかった者ごとに作成すること。
同意書

○○マンション再生事業における権利変換計画を慎重に審査の結果、マンションの再生等の円滑化に関する法律第67条の規定により同意します。

　　年　　月　　日

審査委員
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

審査委員
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

審査委員
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
参考様式５－⑥　権利変換計画の審査委員同意書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

所在地
組合名
理事長名

再生前マンション等の明渡し通知

貴殿の占有する下記物件等は、マンション再生事業に係る工事施工のため、　　年　　月　　日までに明け渡していただくことになりましたので、マンションの再生等の円滑化に関する法律第80条第1項の規定に基づき通知します。

記

	物件等の表示
	

	所在地
	

	種類・床面積等
	



参考様式６－①　再生前マンション等の明渡し通知
※　再生前マンション等の明渡しに伴う損失補償金は、○○マンション再生組合事務所でお知らせします。
　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

○○マンション再生組合
理事長

○○マンション再生組合解散認可申請書

　　年　　月　　日の総会において組合の解散について議決した
事業が完成した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のでマンションの再生等の
事業の完成が不能となった
円滑化に関する法律第38条第４項の規定に基づき、マンション再生組合の解散の認可を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。

記

１　解散の決議をした総会の議事録

２　事業の完成を明らかにする書類
・　再生後マンションの完成を証する書類
・　再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は保留敷地の処分が済んでいることを証する書類　他

３　事業の不能を明らかにする書類
・　事業に関する収支決算（見込）　他

４　債権者の同意書

５　清算人に関する書類

６　清算人名簿

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　上記１は総会の議決による解散の場合に限る。
３　上記２は事業の完成による解散の場合に限る。
４　上記３は事業の完成の不能による解散の場合に限る。
参考様式６－②　組合解散認可申請
５　上記４は組合に借入金がある場合に限る。
　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

○○マンション再生組合
代表清算人
清算人
（以下連署）

決算報告書承認申請書

マンションの再生等の円滑化に関する法律第42条の規定により、○○マンション再生組合に係る決算報告書の承認をいただきたく、下記の書類を添えて申請します。

記

１　決算報告書
⑴　組合の解散時における財産及び債務の明細
⑵　債権の取立及び弁済の経緯
⑶　残余財産の処分の明細

２　決算総会議事録


